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【主要課題】 

① 障害の早期発見及び保護者への支援体制の充実 

 障害の早期発見の機会と療育の場の充実とともに、保護者への支援の充実が求められています。 

 障害児支援に携わる事業者や従事者の質の向上が求められています。 

 

【障害福祉等に関するアンケート調査：自由意見】 

●障害児を持つ親にとって、一番安心できるのは、同じ境遇の親御さんに会ったとき。一歩外に出ると母親はみんな笑顔だけど、いろんな

思いを持ってたくさんの悩みを抱えています。どうか、私たち母親が心から笑顔になれる場所を一つでも多く作ってほしい。障害児とその親

が集える場所をお願いします。 

② 医療的ケア児や重症心身障害児も含め障害特性等に配慮したきめ細かい支援の充実 

 障害児保育や、障害児支援サービスの質・量両面の充実、障害児とその家族への切れ目のない支

援が求められています。 

 医療的ケア児や重症心身障害児への医療、福祉等の関係機関が連携した支援の充実が求めら

れています。 

 療育センターの円滑な診察や通所療育の充実が求められています。 

 

【施策の方向性】 

① 障害の早期発見及び保護者への支援体制の充実 

 子どもの成長発育の確認や病気の早期発見のため、妊婦・乳児健康診査を実施します。 

 発達障害の可能性がある子どものいる保護者を対象とした相談等を行うことにより、保護者の気づ

きを促すとともに、早期発見・早期療育に繋がるように支援します。 

 関係機関との一層の連携及び情報の共有により、発達障害を早期発見し、早期療育に繋がる体

制を整備します。 

 就学時健診での発達障害の発見についての取組を充実します。 

 児童発達支援サービス事業所への支援により、サービスの質の向上を促進します。 

② 医療的ケア児や重症心身障害児も含め障害特性等に配慮したきめ細かい支援の充実 

 こども療育センターを中心とした職員の専門性を高めるための研修などにより、個々の子どもの障害

に応じた適切な支援を行える療育体制を充実します。 

 療育水準の維持、向上に努めるとともに、成長期にある障害児の地域生活の支援に努めます。 

 こども療育センターの建替・整備に合わせた支援体制の充実を行います。 

 児童福祉法の改正に基づく「居宅訪問型児童発達支援」の開始などにより、外出が著しく困難な

重度の障害児等への支援の充実に努めます。 
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＜施策項目＞ 

⑴ 総合的な発達支援の充実 

５ 発達支援と教育の充実 

⑵ 自立に向けた教育の充実 

【主な事業・取組】 

① 障害の早期発見及び保護者への支援体制の充実 

主な事業・取組 事業・取組の概要 

総合周産期母子医療センターの運営 

広島市民病院において、産科センター、未熟児新生児センタ

ー、小児科、小児外科を集約し、子どもと母親に対する総合

的な医療を提供 

妊婦、乳幼児健康診査 

妊婦・乳児健康診査、４か月児・１歳６か月児・３歳児の

各健康診査を実施（１歳６か月児・３歳児に対しては、児

童相談所と連携を図りながら、精神発達面の精密健康診査

を実施） 

発達障害児早期発見・支援体制整備

事業 

乳幼児期の支援の充実を図るため、１歳６か月児健康診

査後の「親子教室」の開催や、「５歳児発達相談」を実施。

また、市内の小児科や保育園・幼稚園等へ乳幼児期の子ど

もの成長・発達についての相談先案内用リーフレットを配布す

るとともに、小児科医療機関等と連携し、医師等を対象とし

た研修会を実施 

発達支援コーディネーターの養成 

保育園等における発達障害児支援のリーダーを養成する講

座を実施。さらに、発達障害児及びその保護者への支援を

充実させるとともに、関係機関との連携を図るため、専門性向

上のための講座を実施 

《新》 新生児聴覚検査事業 

聴覚障害を早期に発見し、聴覚補助や言語発達支援等の

適切な支援を行うことを目的として、新生児に対し聴覚検査

を実施 

《新》 就学時健診の充実 発達障害の早期発見のため就学時健診を充実 

② 医療的ケア児や重症心身障害児も含め障害特性等に配慮したきめ細かい支援の充実 

主な事業・取組 事業・取組の概要 

児童発達支援 

身近な地域の障害児支援の専門施設（事業）として、通

所利用の障害児だけでなく、地域の障害児・その家族を対象

とした支援や、保育所等の施設に通う障害児に対し施設を

訪問して支援するなど、地域支援に対応 
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＜施策項目＞ 
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主な事業・取組 事業・取組の概要 

こども療育センター等における療育の実

施 

こども療育センター（北部こども療育センター、西部こども療

育センターを含む。）の外来診療部門において、障害児（発

達障害児を含む。）の診断・外来療育、家族等への支援を

実施。また、各センター内に併設している児童発達支援セン

ターにおいて療育を実施。併せて、児童福祉法の改正（平

成２４年４月施行）を踏まえ、同センターにおける発達障

害児の受入体制を整備 

《新》 こども療育センターの建て替えに

よる施設機能の充実 

児童発達支援センターにおける発達障害児の適切な受入

や、より効果的な訓練・療育等を行うことができるよう、老朽

化、狭あい化したこども療育センターの建て替えにより、相談

室や療育室、診察室や訓練室等の施設機能を充実 

《新》 重症心身障害児（者）医療

型短期入所事業 

医療的ケア児や重症心身障害児も受け入れることができる

短期入所について舟入市民病院で実施 

《新》 重度の障害児を受け入れる民

間の児童発達支援センターへの支援の

検討 

支援を充実するため、重度の障害児を受け入れる民間の児

童発達支援センターへの報酬等の支援について国の動向を

踏まえて検討 

《新》 居宅訪問型児童発達支援の実

施 

障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の

指導、知識技能の付与等の支援を行う居宅訪問型児童発

達支援の実施 
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＜施策項目＞ 

⑴ 総合的な発達支援の充実 

５ 発達支援と教育の充実 

⑵ 自立に向けた教育の充実 

【主要課題】 

① 多様な学びの場の充実とインクルーシブ教育システム構築に向けた環境整備 

 障害のある子どもとない子どもがともに学ぶ教育を推進することが求められています。 

 障害児者個々のニーズに対応した教育支援や就学相談を含む教育の充実が求められています。 

 学校卒業後の行き場の確保も含め、関係機関との一層の連携が求められています。 

 

【障害福祉等に関するアンケート調査：自由意見】 

●地域の小学校の支援学級の先生のスキルアップをお願いします。支援学級での扱い方の見直し、療育の充実をお願いしたいです。 

●中学校卒業後の、学校選びの選択肢が増えるといいと思います。中学校まで地域の支援学級で学んできた子どもたちが高校生になっ

ても、今までの経験が活かせられるような学校ができることを切に願っています。 

② 生涯を通じた多様な学習活動の充実 

 障害者が生涯を通じて教育、文化、スポーツなどの様々な機会に親しむことができるよう、福祉施策、

教育施策、スポーツ施策、労働施策等を連動させながら支援し、参加の機会を充実する必要があ

ります。 

③ 交流活動や放課後活動等の充実 

 障害のある子どもの放課後や夏休みなどの長期休暇中に活動できる場を確保するとともに、活動内

容を充実する必要があります。 

 障害のある子どもとない子どもの交流を学校生活以外の場所においても推進する必要があります。 

 

【施策の方向性】 

① 多様な学びの場の充実とインクルーシブ教育システム構築に向けた環境整備 

 一人一人の子どもの障害に配慮した指導や、教員研修等の充実などにより、子どもの能力を伸ばす

教育指導の充実に努めます。 

 教育アシスタントの配置や、専門家による巡回相談指導等の実施など、特別支援教育体制の充

実に努めます。 

 医療的ケアを必要とする子どもの学校への受入れや訪問教育などの充実に努めます。 

 教育相談を行う職員の専門性の向上など、教育相談の充実に努めます。 

 発達障害児者を含む障害のある者について、学校卒業後の関係機関との連携の充実に努めま

す。 

② 生涯を通じた多様な学習活動の充実 

 福祉や市民活動、教育等の関係部局が連携して、障害者の生涯を通じた多様な学習生活への

支援について検討します。 
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＜施策項目＞ 

⑴ 総合的な発達支援の充実 

５ 発達支援と教育の充実 

⑵ 自立に向けた教育の充実 

③ 交流活動や放課後活動等の充実 

 障害のある子どもの放課後や夏休み等の長期休暇中に活動できる場の確保と活動内容の充実に

努めます。 

 特別支援学校・学級と地域との交流などにより、市民の障害者への理解の促進に努めます。 

 

【主な事業・取組】 

① 多様な学びの場の充実とインクルーシブ教育システム構築に向けた環境整備 

主な事業・取組 事業・取組の概要 

巡回相談指導の実施 

小・中学校等に在籍する発達障害等、特別な教育的支援

の必要な幼児児童生徒に対し、適切な指導及び必要な支

援を行うため、専門家チームによる巡回相談指導を実施 

特別支援教育アシスタントの配置 

小・中学校等に特別支援教育アシスタントを配置し、肢体不

自由や発達障害等のある幼児児童生徒に対する園・学校

生活上の支援を実施 

通級指導教室・特別支援学級・特別

支援学校の教員の資質向上 

教員の専門性の向上を図るため、指導主事の学校訪問等

による授業づくりや一人一人の子どもの実態に応じた指導・支

援のあり方等に係る校内研修、新規担当教員や初任者教

員への指導等を実施 

② 生涯を通じた多様な学習活動の充実 

主な事業・取組 事業・取組の概要 

《新》 生涯を通じた多様な学習活動

の充実に向けた関係部局との検討 

生涯を通じた多様な学習活動の充実に向けた取組等につい

て関係部局と検討 

③ 交流活動や放課後活動等の充実 

主な事業・取組 事業・取組の概要 

特別支援学校放課後対策事業、障

害児いきいき活動事業 

特別支援学校に在籍する児童生徒を対象に、放課後及び

長期休暇中における活動の場を提供 

市立特別支援学校児童生徒の地域

活動推進事業 

市立特別支援学校に在籍する児童生徒に対し、地域交流

を促進する活動等の事業を行う地域活動グループ等に対し

助成 
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